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委員会と消費者の架け橋 
食品安全モニターとは、委員会が行っ

たリスク評価の結果に基づいたリスク

管理施策の実施状況や、食品安全委

員会が行うリスク評価などについて、ご

意見や情報等をお寄せいただく方 で々す。

委員会が提供する情報を地域に広める

ためにもご協力いただいています。食品

に関する一定の知識や職務経験、資格

などをお持ちの全国470名の方に、2年

間の任期でお願いしています。 

　食品安全モニター会議は、モニター

の方々が地域ごとに集まって知識を深

めたり、意見を交換したりする会議です。 
 
関係省庁担当者も参加 
会議の第1部ではまず、事務局から食

品の安全性と信頼性確保について説

明し、続いて食品安全委員会委員から

リスク評価の考え方と実際のリスク評

価について解説を行いました。第2部で

は、食品安全モニターの活動について

事務局から説明を行った後、ここまで説

明された事柄について意見交換を行い

ました。意見交換の冒頭では、消費者

庁の担当者から、消費者庁の組織およ

び食品表示の現状について説明があ

りました。最後に、第3部として、モニター

の方々に10名程度のグループに分か

れていただき、各グループに進行役を配

置し、意見交換等を行いました。 

会議には、厚生労働省、農林水産省

の担当者も出席し、リスク管理施策を

含む幅広い観点からの意見が交換され

ました。 

活発な意見交換 
意見交換では、モニターの方それぞれ

の立場から多くの意見が交わされました。

「リスクやハザードといった言葉は、まだ

まだわかりにくい」といった意見や、「食

品流通・加工段階に対して、HACCP（衛

生管理手法）等の積極的な取組などリス

ク管理機関からのアプローチが必要」

などの職務上からの意見、さらに「放射

線照射食品のリスク評価を行って欲しい」

「口蹄疫などのようなタイムリーな話題

について、委員会はもっと一般の消費

者にわかりやすく対応して欲しい」といっ

た委員会への要望など、内容も実に多

岐にわたりました。 

 

積極的なご参加を 
食品安全モニターは、毎年1月頃、当

委員会のホームページなどで募集して

います。資格は食品の安全に関心があ

ること、満20歳以上であること、モニター

会議に出席できること、議員や公務員

ではないことなどで、かつ、食品に関係

の深い学問や業務について経験や資

格を持っていることなどです。また、一般

の消費者の方でも、リスク評価や食品

安全に関して十分な理解と知識があれ

ば応募していただけます。 

食品の安全をより深く考え、積極的

に食品安全行政に関わって行きたいと

いう方々のご応募をお待ちしています。

また、食品安全モニターからの報告などは、

ホームページからもご覧いただけます。 

平成22年度食品安全モニター 
会議を開催しました。 　 
食品安全委員会では、本年5月から6月にかけて、全国7都市において 
平成22年度食品安全モニター会議を10回開催しました。 

 食品安全モニターについて　http://www.fsc.go.jp/monitor/

私は仕事上、細菌や異物混入、原材

料の安全性などについて気をつけて

おりましたが、2006年に双子を出産

し、赤ちゃんに対しての「食の安全性」

について配慮されていない現状を認

識する機会が多々あったため、「国に

自分の声を届けられるかもしれない」

と思い、モニターに応募いたしました。 

今年で4年目になりますが、年々モ

ニターの方々がレベルアップ（短大の

教授や、薬剤師の方など）しており、本当

に若輩者で世間知らずの自分がモニ

ターで良いだろうかという不安もあ

りました。 

しかし、今回のモニター会議で、他

のモニターの方々の意見を聞き、み

んな考えていることは同じ「食の安全」

であること、様々な立場から食の安全

について、多角的に考えていかなくて

はならないのだということを改めて

感じ、自分の立場でしか見えない事柄

について発信して行こうと思いました。

多くの人との意見交換、また、直接、

食品安全委員会の方々とも話せる貴

重な会議は、モニターとしてのモチベー

ションを高めるために大変有意義であっ

たと思います。今後もぜひ続けてい

ただきたいと願っています。 

モニター会議に 
出席して 

食品安全モニター　玉谷 貴子さん 
山形県在住、33歳、2児の母。2007年よりモニター。 

標記についてご質問がありましたのでお答えします。腸管出血
性大腸菌は、動物の腸管内に生息しており、健康な動物の筋肉
中にこの菌が存在することはありません。ただし、と畜処理が不適
切だと肉の表面が菌で汚染されることがあり、そうした場合には、

筋切りや成型等の加工処理により、肉の表面の菌が内部に入り
込むことがあります。食肉の表面のみならず内部にも菌がいるこ
とがあり得るため、今回は「食肉中」という表現を用いたものです。 

第23号特集「牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌のリスクプロファイル」の「食肉中」の意味について 


